
令 和 5 年 7 月 

お 客 さ ま  各 位 

新 潟 縣 信 用 組 合 

 

外貨両替業務取扱終了のお知らせ  

 

平素は、新潟縣信用組合をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 

 このたび当組合では、令和 5 年 9 月末をもちまして外貨両替業務の取扱いを

終了させていただくこととなりました。  

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、今後も当組合は、お客様の利便性

向上および各種サービスの向上に取り組んでまいりますので、何卒ご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。  

 

記  

 

１．取扱終了日  

   令和 5 年 9 月 29 日（金）  

 

２．取扱終了業務の内容  

   外貨両替業務  

  ※ 当組合での外貨（米ドル）の買取り、売渡しができなくなります。  

 

 

 


